
― キャッシュカードご利用のお客様へ ― 
 

（ＡＴＭでのお引き出し限度額変更のお知らせ） 
 

 

最近、盗難キャッシュカードや偽造キャッシュカードを使用し、預金が不正に引き出され 

る被害が全国的に多発しております。 

 当金庫では、このようなＡＴＭを利用した不正な引き出しを未然に防ぎ、お客様の大切な 

ご預金をお守りするため、下記のとおり変更させて頂きます。 

 つきましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、限度額を超える現金のお引き出しにつきましては、営業時間内に当金庫窓口にて 

ご預金通帳とお届けのご印鑑によりお取扱いさせて頂きます。 

 

記 

 

◆ 実 施 日 平成２０年６月 1 日（日）より 

  ◆ 対 象口座 普通預金、貯蓄預金、当座預金 

◆ 対象カード 当金庫各種キャッシュカード 

                      当金庫各種カードローンカード 

                      （事業者カードローンは現行どおりです。） 

◆ お引出し限度額の変更（１日あたり１口座） 
 

変 更 後 変 更 前 

１００万円 ２００万円 

 
※ お引出し限度額には、提携金融機関のＡＴＭを利用した現金お引出し額も含まれます。 

※ お引出し限度額には、「お振込み」 「お振替え」の金額は含まれません。 

※ お引出し限度額は、当金庫所定の金額の範囲内で変更することができます。 

  ご希望のお客様は、誠に恐れ入りますが、ご本人確認書類、ご預金通帳、キャッシュカード、 

  お届けのご印鑑をご持参のうえ、当金庫窓口にてお手続きくださいますようお願い申し上げ 

ます。 

  ※ すでに現金お引出し限度額を個別に設定されているお客様の限度額は、現行の設定どおり 

    となります。 
 

    手続き方法やご不明な点につきましては、お取引店窓口までお問い合わせください。 
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